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２．入札制度見直しの内容
（１）市職員への働きかけ・情報漏えいの防止
（２）競争性の確保の徹底

３．その他
（１）入札制度見直しの適用開始時期
（２）事前質疑への回答
（３）コンプライアンスについて



入札制度見直しの背景・課題 １

○令和６年度に本市下水道部次長(当時)が、本市発注工事の予定価格など
を事業者に漏えいするなど、入札の公正を害する行為が発覚しました。

⇒裁判所は『犯行の経緯に酌量の余地はなく、入札における公正が損なわれた
結果は重大であるとともに、市川市の信頼を低下させるもの』として有罪判
決を下しました。

不正行為の再発防止策
【方 針】
（１）市職員への働きかけ・情報漏えいの防止
（２）競争性の確保の徹底

職員及び事業者向けアンケートの結果によれば、
本市入札制度の抜本的な見直しが必要である。

第５回 市川市コンプライアンス委員会議（令和6年12月19日）



➀ランク別の対象工事金額の見直し
②一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大
③再度公告における地域要件の拡大
④不良・不適格業者の排除

➀予定価格の事前公表
②入札公告時の積算根拠の明示
③入札情報管理の強化
④入札参加資格の事後審査
⑤変更契約に係る審査の強化

➀予定価格の事前公表
②入札公告時の積算根拠の明示
③入札情報管理の強化
④入札参加資格の事後審査
⑤変更契約に係る審査の強化

➀ランク別の対象工事金額の見直し
②一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大
③再度公告における地域要件の拡大
④不良・不適格業者の排除

（１）市職員への働きかけ・情報漏えいの防止

（２）競争性の確保の徹底

入札制度見直しの背景・課題 ２

市の事務改善

赤字：入札に影響あり

市の事務改善



これまで事後公表としていた予定価格を事前公表します。
※工事以外（委託・修繕など）は、非公表のままとなります。

入札制度見直しの内容（不当な働きかけ・情報漏えいの防止）

①予定価格の事前公表

今後、金額が表示されます

☛留意事項（ポイント）
・公告日までは、予定価格は非公表です。
・最低制限価格などは、従来どおり事後公開となります。
・案件の内容に関する問合せは、原則、質疑回答とします。

３



入札制度見直しの内容（不当な働きかけ・情報漏えいの防止）

これまで非公表としていた予定価格積算の根拠となる市独自の
単価や交通誘導員の配置人数などを事前公表します。
※工事のみ。

②積算根拠の明示

４



〇〇

入札制度見直しの内容（不当な働きかけ・情報漏えいの防止）

＜積算参考資料：根拠資料のイメージ（設計図書)＞

５

今後、数量等の情報が記載されます。

☛留意事項（ポイント）
＜積算参考資料の扱い＞
・設計書の入力条件は、市が予定価格を算定するために用いた積算上の条件や
考えを示したもので、受注者の任意性を拘束するものではありません。

※「設計書の入力条件」及び「交通誘導員の総配置人数」に相違があった場合
でも、現場条件の変更が伴わない限り、設計変更の対象となりません。



入札制度見直しの内容（不当な働きかけ・情報漏えいの防止）

入札参加資格の審査（確認）を開札後に行うことにより、
市職員が入札参加業者を事前に把握できないようにします。
※総合評価一般競争入札は、引き続き事前審査とします。

④入札参加資格の事後審査

◆「事後審査」とは◆
入札前に入札参加資格の審査を行わず、開札後に一旦落札決定を保留とする。
その後、落札候補者のみ入札参加資格の審査を行い、落札を決定する審査方式。

現行

工事

＜事業者＞
・公告期間に資格確認書類を提出

＜市＞
・申請内容を確認し、入札参加資格
者証を交付
⇒ 全ての申請業者をチェック

見直し後
＜事業者＞
・入札時に資格確認書類を提出

＜市＞
・開札後、入札時に提出された書類を
審査、確認
⇒ 落札候補者のみ審査

６

＜資格確認書類の提出・審査のタイミング＞



入札制度見直しの内容（不当な働きかけ・情報漏えいの防止）

月 火 水 木 金

１週目 公告

２週目 申請
〆切

３週目 質疑
回答

４週目 入札 開札

＜工事発注に係る公告から開札までのスケジュール（イメージ）＞
現行

月 火 水 木 金

１週目 公告

２週目 質疑
〆切

３週目 質疑
回答 入札

４週目 開札

見直し後

☛留意事項（ポイント）
・開札後は、保留とし、落札候補者の入札参加資格を確認します。
（開札から落札決定は、３日以内を想定。）
※コンサルのスケジュールに変更はありません。

落札決定
落札決定

資格 審査

資格 審査保留

７



土木一式 建築一式 とび・土工
電気 管 舗装、造園

その他
Ａ 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし

Ｂ 1億円未満 1億円未満 5,000万円未満 5,000万円未満 2,000万円未満

C 1,000万円未満 ー ー ー ー

土木一式 建築一式、舗装 とび・土工
電気、造園 管 その他

Ａ 1,700万以上 1,700万以上 700万以上 1,000万以上 制限なし

Ｂ 1,700万未満
700万円以上

1,700万円未満 700万円未満 1,000万未満 700万円未満

C 700万円未満 ー ー ー ー

入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

㋐発注上限額の引き上げ
下位ランク（等級）の入札参加機会を確保します。
㋑発注下限額の廃止
小規模工事でもランクを問わず入札参加できるようにします。

➀ランク別の対象工事金額（税抜）の見直し

現行

見直し後

８

※以下の表中に記載の設計金額は税抜とする。



入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

Ａランク
（1１３件）

Ｂランク
（４６件）

Ｃランク
（1０件）

＜ランク別工事件数の推移（発注イメージ）＞
※令和５年度 実績：１６９件

現行 見直し後

Ａランク
（３２件）

A・Ｂランク
（１２５件）

A・B・Ｃランク
（1２件）

☛発注金額見直しの効果
・A、B、Cどのランクにおいても、入札に参加できる案件数が増加し
競争性を高めつつ、発注件数と企業数のバランスを確保します。

９

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
13ページ目(ランク別工事件数の推移)　令和5年度の主な工種の発注実績で、現行のランク別発注を適用すると、Ａランク業者は113件の入札に参加できる一方で、Ｂランクは46件、Ｃランクは10件の入札参加機会しかありませんでした。　＠今後は、各ランクの上限額を引き上げたうえで、上位ランク業者は下位ランクの工事の入札に参加することができるようになるため、どのランクであっても、入札に参加することのできる工事数が増加し、競争性が高まることが期待されます。



入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

種別 現行（市の基準） 見直し後（施行令と同一）
土木一式工事等 設計金額5,000万円超 下請総額5,000万円以上
建築一式工事 設計金額8,000万円以上 下請総額8,000万円以上

【特定建設業の許可を要する工事、監理技術者を配置する工事の場合】

・見直し後の入札参加要件は、設計金額が高い案件においても、建設業の許可を
受けている者で、技術者は『主任技術者又は監理技術者を配置できる者』とし
ます。

・見直し後は、１次下請総額が施行令で定める金額未満の場合は、
一般建設業の許可業者は、入札に参加できるようになります。
同様に、監理技術者又は主任技術者を配置する必要があります。

これまで市で積算した設計金額が高い場合は、「特定建設業」
の許可を要していましたが、この市独自基準を建設業法施行令
どおりとします。

②一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大

10

補足

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
14ページ目(②一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大)　これまでは、（工種が建築一式のものを除いてですが）設計金額が5,000万円を超える場合は、一律に特定建設業の許可と監理技術者の専任配置を入札参加資格要件としてきましたが、今後は、建設業法施行令にならった資格要件とします。　　＠例えば土木一式では、「現行（市の基準）」をご覧いただくと、設計金額が5,000万円を超える場合は特定建設業の許可と監理技術者の専任配置を求めてきましたが、　今後は、建設業法施行令にならい、設計金額ではなく、下請総額が5,000万円以上となる場合に、特定建設業の許可と監理技術者の専任配置を求めることとします。　したがって、入札参加資格の審査の段階では、下請総額が確定していないため、事業者が下請総額がこの基準額を下回ると判断する場合は、請負金額が大きな工事であっても、一般建設業の許可があれば入札に参加できることになります。　これが、一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大ということになります。　③【専任配置を要する工事】ですが　主任技術者又は監理技術者の専任を求める基準についても、これまでは、設計金額を基準としていましたが、今後は建設業法施行令どおり、請負金額を基準とします。　　＠まれにですが、事業者から2級施工管理技士の資格を持っていないが、主任技術者になることができるのかと聞かれることがありますので、共有させていただきますと、10年度にわたって各年度1件以上の実務経験があれば、主任技術者として従事することができるとしています。事業者から問い合わせがありましたら、このようにお伝えいただければと思います。



入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

種別 現行（市の基準） 見直し後（施行令と同一）

土木一式工事等 設計金額4,500万円以上 請負金額4,500万円以上

建築一式工事 設計金額９,000万円以上 請負金額９,000万円以上

11

☛留意事項（ポイント）①
・これまでは、本市が入札参加要件で建設業の許可、技術者を定
めていましたが、見直しにより、入札参加者が下請総額を積算
して、建設業の許可、技術者を判断することとなります。

・見直し後の入札参加要件は、設計金額が高い案件においても、
『技術者を専任で配置できる者』としません。

・請負金額が施行令で定める金額未満の場合は、
設計金額にかかわらず技術者の専任を要しません。

💡💡10年以上の実務の経験を有する者として主任技術者の申請をいただく際は、
10年度以上にわたり、各年度1件以上の実務経験を記載していただいています。

【専任配置を要する工事の場合】

補足

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
14ページ目(②一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大)　これまでは、（工種が建築一式のものを除いてですが）設計金額が5,000万円を超える場合は、一律に特定建設業の許可と監理技術者の専任配置を入札参加資格要件としてきましたが、今後は、建設業法施行令にならった資格要件とします。　　＠例えば土木一式では、「現行（市の基準）」をご覧いただくと、設計金額が5,000万円を超える場合は特定建設業の許可と監理技術者の専任配置を求めてきましたが、　今後は、建設業法施行令にならい、設計金額ではなく、下請総額が5,000万円以上となる場合に、特定建設業の許可と監理技術者の専任配置を求めることとします。　したがって、入札参加資格の審査の段階では、下請総額が確定していないため、事業者が下請総額がこの基準額を下回ると判断する場合は、請負金額が大きな工事であっても、一般建設業の許可があれば入札に参加できることになります。　これが、一般建設業の許可業者の入札参加機会の拡大ということになります。　③【専任配置を要する工事】ですが　主任技術者又は監理技術者の専任を求める基準についても、これまでは、設計金額を基準としていましたが、今後は建設業法施行令どおり、請負金額を基準とします。　　＠まれにですが、事業者から2級施工管理技士の資格を持っていないが、主任技術者になることができるのかと聞かれることがありますので、共有させていただきますと、10年度にわたって各年度1件以上の実務経験があれば、主任技術者として従事することができるとしています。事業者から問い合わせがありましたら、このようにお伝えいただければと思います。



入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

☛留意事項（ポイント） ②
・建設業法に違反した場合、建設業法に基づく監督処分の対象となります。
また監督処分とは別に罰則の適用があります。

・「建設業法違反」にならないよう、入札前に、下請総額が施行令で
定める金額未満であることを確認してください。

＜一般建設業許可業者の入札参加機会の拡大に伴う留意事項＞

罰則 千葉県の監督処分基準

３年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
※情状により、懲役及び罰金を併科 ７日以上の営業停止処分

【下請契約を締結した場合】

【監理技術者を配置しなかった場合】
罰則 千葉県の監督処分基準

１００万円以下の罰金 １５日以上の営業停止処分

建設業法違反

12

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
15ページ目(一般建設業許可業者の入札参加機会の拡大)　＠先ほど説明したように、これからは設計金額ではなく、下請総額や請負金額で、建設業の許可の種類や技術者の資格や専任配置の有無を求めることになります。　このことにより、自社施工で賄える場合は、大きな工事であっても、一般建設業の許可業者が入札に参加することができるようになります。　これは入札参加業者数の増加などによる競争性の確保の徹底を目的とした改正です。　　しかし、契約時点では、下請総額が建設業法施行令の基準内であったが、変更契約により、その基準を超えてしまうことが考えられます。　受注者が建設業法違反とならないように、当初設計をこれまで以上に緻密に行い、極力設計変更を行わないようにしてください。　＠建設業法違反となる例は、一般建設業の許可しか有していない事業者が、建築一式工事以外で下請総額5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上となった場合。　主任技術者を配置した事業者が、建築一式工事以外で下請総額5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上となった場合に、監理技術者を専任配置できない場合です。　＠建設業法に違反すると、事業者は営業停止処分や競争参加資格停止措置を講じられる可能性があります。　このような事案が発生した場合には、契約課にご連絡ください。　基本的には、自社施工していただく必要があります。　また、受注者が建設業法違反となっていないか、施工体制台帳の確認をお願いします。



建設業法違反と判明した場合は、契約解除に伴う違約金等が発生します。
※建設業法違反前に判明した場合でも、契約解除となるときは同様です。

違反事例 違約金 競争参加資格停止

落札者となりながら、契約を辞退した場合 入札額の5％ １か月
～

９か月
契約後に、契約解除となった場合 請負代金の10％

変更契約に対応できず、かつ契約解除となった場合 請負代金の10％

・ 一般建設業許可業者が、変更契約により下請総額5,000万円 (建築一式
は8,000万円)以上となった場合

・ 主任技術者を配置した建設業者が、変更契約により下請総額5,000万円
(建築一式は8,000万円)以上となり、監理技術者を配置できない場合

【建設業法の違反となる例】

違反した場合の
本市の対応

入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）
13

☛留意事項（ポイント） ③
・変更契約が生じた場合は、一般建設業の許可業者は、自社施工するなど、
下請総額が施行令で定める金額未満になるようご留意ください。



入札参加資格の地域要件
・市内
・準市内
・県内
・準県内
・全国

入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

再度公告
入札参加資格の地域要件
・市内（原則）

当初公告

当初の公告において入札不調となった案件について、再度の
公告を行う場合は、入札参加資格の地域要件を拡大します。

③再度公告における地域要件の拡大

＜今後の運用の流れ＞

入札不調

☛留意事項（ポイント）
・再度公告にあたっては、案件ごとに、地域要件を決定します。

14

拡大

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
16ページ目(再度公告における地域要件の拡大)　再度の公告を行う場合には、地域要件を拡大することになります。　＠現行では、多少の設計変更を行った場合、再度、市内発注することとしています。今後は入札が不調になりますと、市内業者に受注意欲がないとみなして、＠＠これまでどおり単価世代の更新はもとより、一部材料の変更などを行った場合でも、地域要件を拡大することになります。新たな工事の内容の追加や工法の変更を行う場合には、再度市内発注となります。　これまで、ほとんどの工事を市内事業者が受注してきましたが、今後は、市外の事業者が落札することも考えられため、品質確保の観点から、工事もコンサルと同様に、入札時に実績を求めることも考えられます。　＠資格審査会案件は、資格審査会において、再公告時の地域要件及び実績要件の有無について、審査する予定です。



入札制度見直しの内容（競争性の確保の徹底）

【工事成績不良業者の入札制限】
現行 見直し後

入札に参加できない基準 ６０点未満 ６５点未満

【工事成績のランク反映】
工事成績 現行 見直し後

平均６５点未満 ２５点～８０点 ー２０点

競争性を高めつつも、工事の品質が確保できるよう、工事成績
が不良な業者による入札への参加制限を引き上げます。
また、工事成績を業者のランクへ反映します。

④工事の品質確保

☛留意事項（ポイント）
・工事成績が６５点未満となった場合は、通知を受けた日から
３か月間、入札に参加できなくなります。

15

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
17ページ(④工事の品質確保)　競争性を高めるため、これまで入札に参加することのできなかった事業者が入札に参加することが予想されます。＠そのため、工事成績の不良業者を入札から排除するために、これまで60点に満たない工事成績を受けた場合は、その通知を受けた日から３か月間は、入札に参加することができませんでしたが、今後は65点とします。　65点としますと、毎年1社から2社程度が対象になります。　＠また、ほとんどの事業者は２年に一度ランク分けを受けることになりますが、2年間の平均点が、65点未満の場合は、下位ランクとなりやすくなります。　このように、工事成績によって、入札に参加することができなくなったり、ランクが変更することになったりするため、工事成績評定の作成に当たっては、公正性・透明性の確保をお願いします。　　　優れた工事の成績が良いのは当然ですが、悪質な工事である場合に、よい成績を認定してしまうと、その事業者を入札から排除できなくなりますので、市の工事全体に影響が出てしまいますので、ご留意ください。



令和６年度 令和７年度
３月 ４月 ５月 ６月

その他（入札制度見直しの適用開始時期）

市長記者会見
⇒入札制度見直し発表

新制度スタート

事業者説明会

新制度は、
６月１日（日）以降の公告からスタートします。

※５月中に公告された案件は、旧制度（事前審査）に
なりますので、審査書類の提出にご留意ください。

＜今後のスケジュール＞
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その他（コンプライアンス）
＜市川市職員倫理規則の禁止行為について＞
市川市では『職員倫理規則』において、職務を公正に執行する観点
から、職員と利害関係者との関係について、具体的な禁止行為を定
めています。

○利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、香典など）
を受けること。

○利害関係者から中元、歳暮等の贈答品を受領すること。
○利害関係者から供応接待を受けること。 など

【主な禁止行為の例】

17

※利害関係者とは…  契約の相手、許認可等の相手、検査の相手などをします。



End

＜問い合わせ先＞

・入札制度全般に関すること 契約課

・積算、工事成績に関すること 技術管理課
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